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税
務

だ
よ

りサラリーマンの
給与所得控除

収入金額－給与所得控

除＝

給与所得

〈
給
与
所
得
控
除
と
は
〉

「
給
与
所
得
控
除
」
は
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
勤
務
に
伴
う
必
要
経
費
な
ど
の

概
算
控
除
と
し
て
、
給
与
所
得
者
だ
け

に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
事
業
所

得
者
の
必
要
経
費
に
相
当
す
る
も
の
で

す
。給

与
所
得
控
除
額
は
、
給
与
の
年
収

額
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

給
与
の
収
入
金
額
が
四
百
万
円
の
場

合
を
例
に
と
る
と
、
給
与
所
得
控
除
額

は
百
二
十
九
万
五
千
円
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
一
年
間
の

税
額
の
計
算
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま

〈
年
税
額
の
計
算
〉

一
年
間
の
給
与
収
入
か
ら
給
与
所
得

控
除
を
差
し
引
い
た
も
の
を
「
給
与
所

得
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
給
与
所
得
か

ら
基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
の
「
所

得
控
除
額
」
を
差
し
引
い
た
残
額
(
課

税
所
得
)
に
税
率
を
掛
け
て
、
そ
の
年

の
所
得
税
を
計
算
し
ま
す
。

税
率
は
、
課
税
所
得
金
額
に
応
じ
て

段
階
的
に
高
く
な
る
超
過
累
進
税
率
と

な
っ
て
い
ま
す
。

〈
毎
月
の
源
泉
徴
収
と
年
末
調
整
〉

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
毎
月
の
給
料
や

ボ
ー
ナ
ス
か
ら
所
得
税
が
差
し
引
か
れ

ま
す
。
し
か
し
、
年
間
の
所
得
税
を
概

算
的
に
月
割
計
算
し
て
源
泉
徴
収
さ
れ

る
た
め
、
そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に
対

す
る
所
得
税
額
と
は
必
ず
し
も
一
致
し

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
そ
の
年
最
後
の
給
与

で
、
毎
月
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
と
、

一
年
間
の
給
与
総
額
に
対
す
る
税
額
と

の
過
不
足
の
精
算
を
行
い
ま
す
。
こ
れ

を
年
末
調
整
と
い
い
ま
す
。

従
っ
て
、
一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は

こ
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
所

得
税
の
納
税
が
完
了
し
、
改
め
て
確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
年
の
給
与
の
額
が
一
千
五
百
万
円

を
超
え
る
人
や
、
給
与
の
ほ
か
に
二
十

万
円
を
超
え
る
所
得
が
あ
る
人
な
ど
は

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

新
幹
線
新
厚
狭
駅
設
置

に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
ご
協
力
を

新
幹
線
新
厚
狭
駅
設
置
実
現
に
向
け

て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
、
今
月
中
旬

ご
ろ
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
の
対
象
は
、
新
駅
を
設
置

し
た
場
合
に
利
用
が
想
定
さ
れ
る
近
隣

の
四
市
六
町
(
山
陽
新
幹
線
厚
狭
駅
設

置
期
成
同
盟
会
加
盟
市
町
)
で
す
。
住

民
の
皆
さ
ん
や
事
業
所
な
ど
の
新
幹
線

利
用
状
況
、
ま
た
新
駅
設
置
へ
の
期
待

等
の
意
向
を
聴
き
、
新
駅
の
必
要
性
、

乗
向
人
員
を
想
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
駅

前
開
発
計
画
を
策
定
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。

現
在
、
県
内
に
は
新
岩
国
、
徳
山
、

小
郡
、
新
下
関
と
四
つ
の
停
車
駅
が
あ

り
ま
す
が
、
新
下
関
・
小
郡
間
が
約
六

十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
広
島
、
博

多
が
通
勤
圏
内
と
な
り
つ
つ
あ
る
高
速

交
通
時
代
に
即
応
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、

新
幹
線
新
駅
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
地
域

の
産
業
や
経
済
の
活
性
化
な
ど
で
新
た

に
活
力
を
導
き
、
将
来
の
発
展
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

二
十
一
世
紀
を
展
望
し
た
、
よ
り
よ

い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
の
た
め
に
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

調
査
予
定
期
間

十
月
中
旬
か
ら
1
ヵ
月
間

調
査
対
象

・
二
十
歳
以
上
の
人
(
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
無
作
為
抽
出
に
よ
る
)

・
従
業
者
三
十
人
以
上
の
全
事
業
所

・
従
業
者
二
十
九
人
以
下
の
一
部
事
業

所
問
合
せ
先

山
陽
町
役
場
企
画
室

酋
○
八
三
六
七
-
ニ
ー
一
一
一
一

内
線
ニ
ー
○

秋

の

行

政

相

談

週

間

1
0月
1
4
日
~
2
0

日

「
自
分
の
年
金
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
」
、
「
近
く
の
道
路
が
こ

わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」
な
ど
、

あ
な
た
は
毎
日
の
暮
し
の
中
で
こ
ん
な

苦
情
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

ど
ん
な
に
小
さ
な
相
談
ご
と
で
も
結

構
で
す
。
お
気
軽
に
当
町
の
行
政
相
談

員
・
松
尾
勇
さ
ん
(
大
内
山
上
　
三

四
二
二
)
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

昭 和59 年 度 第2 回

危 険 物 取 扱 者 試 験

種類 甲種、乙種4 類、丙種

日時11 月14日( 水)

会場 長門地区消防本部

受付期間10 月1 日~19 日

※ 準備講習会の日時、場所については、願書受付時にお

知らせします。

※ 願書は長門地区消防本部および西部出張所にあります。

社 会 保 険 の

よ ろ ず 相 談 所 を 開 設

健康保険、厚生年金および国民

年金など社会保険全般について、

その制度の内容や請求手続きなど、

いろいろな質問にお答えして、ご

理解を深めていただくため、次の

とおり「社会保険よろず相談所」

を開設します。

日 時11 月7 日( 水)

10時~14 時

場 所 ながとプラザ( 1 階)

なお、当日は萩社会保険事務所

の担当職員がご相談に応じますの

で、お気軽にご利用ください。

長 門 電 報 電 話 局
か ら お 知 ら せ

長門電報電話局の電子交換機へ
新しい機能を持たせる工事の切替
を行うため、10月9日（火）午

前O時から5 分程度通話ができな
くなります。
ご迷惑をかけますが、ご協力を
お願いします。

全国道路標識週間

10月1 日~6 日

道路標識は、道路を安全、快適、
円滑に利用するための安全施設で

す。
道路標識についてお気づきの点
がありましたら、ご連絡ください。

連絡先

・山口県長門土木事務所
( 08372 ―2 ―2920)

・役場建設課( 2111)
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